
 

医療法人化に伴う医療機関コード変更について 

 

保険薬局の皆様へ  

 

平素は、当院の院外処方箋をご応需いただき、誠にありがとう

ございます。 

当院は令和７年１２月１日より「医療法人 赤松在宅診療クリ

ニック」に移行することとなりました。法人化に伴い、当面の間、

院外処方箋の医療機関コードを空欄として、備考欄に「遡及指定

申請中のため、医療機関コード未記入」と記載した処方箋を発行

させていただきます。 

新しい医療機関コードは 12 月下旬頃に通知されることになっ

ており、通知があり次第、ホームページに掲載いたしますのでご

確認をお願いいたします。訪問薬剤管理指導をいただいている薬

局様、また、当院からの処方箋を受け取られたことをお知らせい

ただけました薬局様には個別にご連絡差し上げます。 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

 

令和７年１２月 

医療法人赤松在宅診療クリニック 

理事長 赤松 園子 


